
  

令和３年度事業計画書 

 自 令和３年４月 １日 

             至 令和４年３月３１日 

 

＜はじめに＞ 

昨年は、世界的な新型コロナウイルス感染症の流行により、予期せぬ厳しい一年と

なりました。当会の事業も、夏季教養講座を中止せざるを得ない事態となるなど、大

きく影響を受けました。市民生活も大きく制約を受け、経済情勢も厳しさを増しまし

たが、関係各位には、変わらぬご支援・ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

残念ながら今年に入ってもいまだ感染症の収束が見えてきておりません。延期され

た東京オリンピック・パラリンピックの開催も予断を許さない状況です。 

しかしながら、警察官は常と変わりなく治安維持のため体を張って業務に従事され

ており、医療従事者とともにあらためてその努力に敬意を表します。 

令和３年度は、このような環境下、どのような支援が現場の警察官に役立ち、心の

支えになるかをしっかりと見極め、事業を展開してまいります。 

本年も変わらぬご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
なお、本年度の事業計画は次のとおりです。 

 

１．表彰事業 

    （1）近畿優良警察職員に感謝の会 

    （2）各府県支部表彰 

    （3）外部表彰 

     

２．講座事業 

    （1）夏季教養講座 

 

  ３．助成事業 

（1）警察活動に必要な資材・機材の提供 

（2）警察行事支援 

 

 ４．普及啓発事業 

（1）会報の発行 

（2）ホームページで本部・支部・地区友の会の活動報告 

（3）協力団体（地区友の会）の設立を後援 

 

 

 

 



  

１. 表 彰 事 業 

(1) 近畿優良警察職員に感謝の会 

     当会が主催する表彰式で、近畿管区警察局長及び各府県警察本部長から推薦  

された優良警察職員２５名とそのご家族を表彰する。 

日 時：令和３年１０月２０日（水） 

場 所：ＫＫＲホテル大阪 

     後 援：近畿管区警察局 

       受賞者全員に記念品の贈呈 
 

(2) 各府県支部表彰  

   各府県支部の優良警察官とその家族、また警察の仕事に協力し、これを援助  

した民間人の表彰をする。 

    ・滋賀県支部   留置管理業務優秀者５名（家族同伴） 

    ・大阪府支部   優良警察官２２名（家族同伴)、 

                        民間警察協力功労者２名 

    ・兵庫県支部   優良警察官１０名（家族同伴)、 

                         民間警察協力功労者２名（家族同伴） 

    ・奈良県支部   優良警察官１２名(家族同伴)  

    ・和歌山県支部  優良警察官１８名 

        各府県支部から楯と記念品を贈呈する。 

 

(3) 外部表彰 

   外部機関による警察官の表彰に対し協力をする。 

① 近畿管区内優秀警察職員表彰式（近畿管区警察局主催） 

②「近畿の警察官」表彰のつどい（産経新聞社提唱） 

当会は記念品を贈呈し、後援する。 

 

２. 講 座 事 業 

(1) 第５８回夏季教養講座  

     近畿管区警察局と共催で、「管理者としての管理能力の養成と幅広い知識の 

向上」のため管区内の警視以上を招く。 

受講者：近畿管区警察局管内６府県警察の警視 

人 数：９０名（警察官）その他（友の会役員） 

日 時：令和３年８月２７日（金） 

場 所：ホテルプリムローズ大阪 

 

 なお新型コロナウイルス感染症による社会情勢を見極めたうえ、開催の可否、 



  

 開催時期や方法を変更する場合がある。開催できないときは、その予算を近畿管区

警察局への助成事業に流用する場合がある。 

 

 

３. 助 成 事 業 

(1) 警察活動に必要な資材・機材を提供することにより効率的な警察活動を支援する。 

    ① 各府県警察本部へ資材・機材の助成  
   

(2) 強壮な警察官育成のため、術科大会など警察行事を支援する。 

① 管区局主催    術科大会へ優勝旗・メダル・楯の寄贈 

    ② 各府県警察主催  術科大会へ激励品の寄贈 

      ③ 各府県警察    警察学校卒業生へ記念品の贈呈 

   ④ 各府県警察    慰霊祭へ供花 

 

４. 普及啓発事業 

(1) 会報の発行 

会報を年１～２回発行する。 
     

(2) ホームページへの掲載  

    本部事業・支部事業・地区友の会の活動報告をホームページに随時掲載し、 

   原則として月１～２回更新する。   

 

(3) 協力団体（地区友の会）の設立を後援 

当会の協力団体（地区友の会）の設立を後援し、緊密な連携・協力を進める。 


